
JP 2020-531223 A 2020.11.5

10

(57)【要約】
　スキャニングデバイス及びプロセッサを含むスキャニ
ング装置が記載されている。スキャニングデバイスは、
スキャンデータを取得するために、解剖学的領域をスキ
ャンするスキャナと、移動データを取得するために、ス
キャニングデバイスの移動を監視する少なくとも１つの
移動センサと、を含んでいる。プロセッサは、スキャン
データから解剖学的領域のモデルを決定するとともに、
移動データから解剖学的領域の配置を決定する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スキャニング装置であって、
　　スキャニングデバイスであって、
　　　スキャンデータを取得するために、解剖学的領域をスキャンするスキャナと、
　　　移動データを取得するために、前記スキャニングデバイスの移動を監視する少なく
とも１つの移動センサと、を具備するスキャニングデバイスと、
　　前記スキャンデータから前記解剖学的領域のモデルを決定するとともに、前記移動デ
ータから前記解剖学的領域の配置を決定するプロセッサと、
　を備えたスキャニング装置。
【請求項２】
　前記解剖学的領域が、骨の表面を含んでいる、請求項１に記載のスキャニング装置。
【請求項３】
　前記解剖学的領域が、骨、肌、組織、筋肉、腱、爪、臓器、歯、靱帯、軟骨、または外
科的アイテムの１つまたは複数を含んでいる、請求項１に記載のスキャニング装置。
【請求項４】
　前記スキャニングデバイスを前記解剖学的領域に対して固定するためのマウントを備え
ている、請求項１、請求項２、または請求項３に記載のスキャニング装置。
【請求項５】
　前記スキャニングデバイスを、前記骨、または、前記骨を囲む組織に固定するためのマ
ウントを備えている、請求項２または請求項３に記載のスキャニング装置。
【請求項６】
　前記スキャニングデバイスが、ハウジングを備えており、前記スキャナと、前記少なく
とも１つの移動センサとの各々が、少なくとも部分的に前記ハウジング内に位置している
、請求項１から請求項５のいずれか一項に記載のスキャニング装置。
【請求項７】
　前記プロセッサが、少なくとも部分的に前記ハウジング内に位置している、請求項６に
記載のスキャニング装置。
【請求項８】
　前記プロセッサの全体または一部が、前記スキャニングデバイスの外部に位置し、有線
または無線のリンクを介して前記スキャニングデバイスと通信している、請求項１から請
求項６のいずれか一項に記載のスキャニング装置。
【請求項９】
　前記解剖学的領域の前記決定された配置が、前記解剖学的領域の位置と向きとの１つま
たは複数を含んでいる、請求項１から請求項８のいずれか一項に記載のスキャニング装置
。
【請求項１０】
　前記解剖学的領域の前記決定された配置が、座標系に対する前記解剖学的領域の配置を
含んでいる、請求項１から請求項９のいずれか一項に記載のスキャニング装置。
【請求項１１】
　前記プロセッサが、前記移動データから前記座標系を決定するように構成されている、
請求項１０に記載のスキャニング装置。
【請求項１２】
　前記座標系が、前記解剖学的領域の回転中心に少なくとも部分的に基づいている、請求
項１１に記載のスキャニング装置。
【請求項１３】
　前記スキャニングデバイスが、前記移動データを取得するために、前記回転中心周りの
前記解剖学的領域の移動を監視するように、前記解剖学的領域に対して固定されるように
構成されており、前記プロセッサが、前記移動データから、前記回転中心の位置、前記座
標系、及び、前記座標系に対する前記スキャニングデバイスの前記配置を決定するように
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構成されている、請求項１２に記載のスキャニング装置。
【請求項１４】
　前記プロセッサが、前記座標系に対する前記スキャニングデバイスの前記決定された配
置、及び、前記解剖学的領域に対する前記スキャニングデバイスの、既知であるか測定さ
れた配置から、前記座標系に対する前記解剖学的領域の前記配置を決定するように構成さ
れている、請求項１３に記載のスキャニング装置。
【請求項１５】
　前記解剖学的領域が骨の表面を含み、前記回転中心が前記骨の回転中心である、請求項
１２、請求項１３、または請求項１４に記載のスキャニング装置。
【請求項１６】
　前記骨の前記表面が、遠位の骨の表面である、請求項１５に記載のスキャニング装置。
【請求項１７】
　前記遠位の骨の表面が、大腿骨の遠位の表面であり、前記回転中心が股関節にある、請
求項１６に記載のスキャニング装置。
【請求項１８】
　前記スキャニングデバイスが、前記スキャナが前記解剖学的領域をスキャンするスキャ
ン位置に配置されるように適合されており、前記移動データが、前記スキャニングデバイ
スが前記スキャン位置にある間に取得される、請求項１から請求項１７のいずれか一項に
記載のスキャニング装置。
【請求項１９】
　前記スキャニングデバイスが、前記移動データ及び前記スキャンデータを取得するよう
に、前記解剖学的領域に対し、１つの位置のみで固定されている、請求項１から請求項１
８のいずれか一項に記載のスキャニング装置。
【請求項２０】
　前記スキャニングデバイスが、前記座標系に対する前記スキャニングデバイスの配置を
記録するように、記録位置に配置されるように適合されている、請求項１０に記載のスキ
ャニング装置。
【請求項２１】
　前記スキャニングデバイスが、前記プロセッサに接続されており、前記スキャニングデ
バイスが前記記録位置にある際に、前記座標系に対する前記スキャニングデバイスの前記
記録をさせるように動作される、ボタンまたは他の作動デバイスを備えている、請求項２
０に記載のスキャニング装置。
【請求項２２】
　前記スキャニングデバイスが、前記スキャナが前記解剖学的領域をスキャンする、前記
記録位置から分離されたスキャン位置に配置されるように適合されている、請求項２０ま
たは請求項２１に記載のスキャニング装置。
【請求項２３】
　前記少なくとも１つの移動センサが、前記移動データを取得するように、前記記録位置
から前記スキャン位置へ、または、前記スキャン位置から前記記録位置への、前記スキャ
ニングデバイスの移動を監視するように適合されており、前記プロセッサが、前記移動デ
ータに基づき、前記座標系に対する前記スキャニングデバイスの前記配置を決定するよう
に構成されている、請求項２２に記載のスキャニング装置。
【請求項２４】
　前記プロセッサが、前記座標系に対する前記スキャニングデバイスの前記決定された配
置、及び、前記解剖学的領域に対する前記スキャニングデバイスの、既知であるか測定さ
れた配置から、前記座標系に対する前記解剖学的領域の前記配置を決定するように構成さ
れている、請求項２３に記載のスキャニング装置。
【請求項２５】
　前記プロセッサが、前記解剖学的領域の前記モデルを仮想シーンに配置するように構成
されており、前記モデルが、前記決定された配置に基づき、前記シーン内で向けられる、
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請求項１から請求項２４のいずれか一項に記載のスキャニング装置。
【請求項２６】
　前記解剖学的領域の前記決定されたモデル及び配置に基づき、前記解剖学的領域に対し
て外科手術を自動的にガイドするガイドを備えている、請求項１から請求項２５のいずれ
か一項に記載のスキャニング装置。
【請求項２７】
　前記ガイドが、前記スキャニングデバイス内に含まれている、請求項２６に記載のスキ
ャニング装置。
【請求項２８】
　前記ガイドが、ドリル穴部またはカットの配置を自動的にガイドする、請求項２６また
は請求項２７に記載のスキャニング装置。
【請求項２９】
　前記ガイドが、前記解剖学的領域と直接相互作用する、請求項２６、請求項２７、また
は請求項２８に記載のスキャニング装置。
【請求項３０】
　前記ガイドが、前記外科手術をガイドするように、前記解剖学的領域上に光を照射する
レーザーを備えている、請求項２６から請求項２９のいずれか一項に記載のスキャニング
装置。
【請求項３１】
　前記ガイドが、前記外科手術をガイドするように、前記解剖学的領域に対して移動可能
であるドリルガイドまたはカッティングジグを備えている、請求項２６から請求項３０の
いずれか一項に記載のスキャニング装置。
【請求項３２】
　ディスプレイを備え、前記ガイドが、前記ディスプレイ上に提供される情報を含み、前
記ディスプレイが、前記解剖学的領域の画像を含んでいる、請求項２６から請求項３１の
いずれか一項に記載のスキャニング装置。
【請求項３３】
　ディスプレイを備え、前記ディスプレイが、ウェアラブルコンピュータグラスに備えら
れている、請求項１から請求項３２のいずれか一項に記載のスキャニング装置。
【請求項３４】
　前記プロセッサが、前記解剖学的領域の前記モデルを仮想シーン内に配置するように構
成されており、前記仮想シーンが、前記ウェアラブルコンピュータグラスによって表示さ
れる現実と混合されたシーンである、請求項３３に記載のスキャニング装置。
【請求項３５】
　前記仮想シーンが、前記解剖学的領域の、術前モデルを含んでいる、請求項２５または
請求項３４に記載のスキャニング装置。
【請求項３６】
　前記術前モデルが、前記解剖学的領域の術前スキャンを含んでいる、請求項３５に記載
のスキャニング装置。
【請求項３７】
　前記術前モデルの位置が、前記解剖学的領域の前記決定された配置に基づき、前記仮想
シーンに記録される、請求項３５または請求項３６に記載のスキャニング装置。
【請求項３８】
　前記術前モデルが、外科手術のための、術前プランを含んでいる、請求項３５、請求項
３６、または請求項３７に記載のスキャニング装置。
【請求項３９】
　前記スキャナがレーザースキャナである、請求項１から請求項３８のいずれか一項に記
載のスキャニング装置。
【請求項４０】
　前記スキャナ及びプロセッサが、三角測量のスキャン方法に基づき、前記解剖学的領域



(5) JP 2020-531223 A 2020.11.5

10

20

30

40

50

の前記モデルを決定するために使用される、請求項１から請求項３９のいずれか一項に記
載のスキャニング装置。
【請求項４１】
　前記スキャナ及びプロセッサが、位相シフトのスキャン方法に基づき、前記解剖学的領
域の前記モデルを決定するために使用される、請求項１から請求項３９のいずれか一項に
記載のスキャニング装置。
【請求項４２】
　前記スキャナ及びプロセッサが、飛行時間のスキャン方法に基づき、前記解剖学的領域
の前記モデルを決定するために使用される、請求項１から請求項３９のいずれか一項に記
載のスキャニング装置。
【請求項４３】
　前記スキャナが超音波スキャナである、請求項１から請求項３８のいずれか一項に記載
のスキャニング装置。
【請求項４４】
　前記少なくとも１つの移動センサが、ジャイロスコープを備えている、請求項１から４
３のいずれか一項に記載のスキャニング装置。
【請求項４５】
　前記少なくとも１つの移動センサが、加速度計を備えている、請求項１から請求項４４
のいずれか一項に記載のスキャニング装置。
【請求項４６】
　前記少なくとも１つの移動センサが、磁気計を備えている、請求項１から請求項４５の
いずれか一項に記載のスキャニング装置。
【請求項４７】
　スキャンデータを取得するために、解剖学的領域をスキャンするように、スキャニング
デバイスのスキャナを使用することと、
　移動データを取得するために、前記スキャニングデバイスの移動を監視するように、前
記スキャニングデバイスの少なくとも１つの移動センサを使用することと、
　前記スキャンデータから前記解剖学的領域のモデルを決定するとともに、前記移動デー
タから前記解剖学的領域の配置を決定することと、を含む、解剖学的領域のスキャン方法
。
【請求項４８】
　スキャンデータを取得するために、スキャナを使用して解剖学的領域をスキャンするス
キャニングデバイスから前記スキャンデータを受領することと、
　移動データを取得するために、前記スキャニングデバイスの移動を監視する、前記スキ
ャニングデバイスの少なくとも１つの移動センサから移動データを受領することと、
　前記スキャンデータから前記解剖学的領域のモデルを決定するとともに、前記移動デー
タから前記解剖学的領域の配置を決定することと、を含む、解剖学的領域のスキャン方法
。
【請求項４９】
　プロセッサにインストールされている場合、前記プロセッサに、請求項４８に記載の方
法を実施させる、ソフトウェア。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［関連出願の相互参照］
　本出願は、２０１８年８月２２日に出願された豪州仮特許出願第２０１７９０３３８４
号の優先権を主張する。この出願の内容すべては、参照することにより、本明細書によっ
て組み込まれる。
【０００２】
　本開示は、患者の解剖学的構造の領域のモデルが決定され、外科のガイダンスが、モデ



(6) JP 2020-531223 A 2020.11.5

10

20

30

40

50

ルに基づいて提供される、外科ナビゲーション及び／またはコンピュータ支援外科手術に
関する。
【背景技術】
【０００３】
　外科ナビゲーションは、通常、骨の表面など、患者の解剖学的構造の領域の正確なモデ
ルの決定を必要としている。このことは、手術がされる解剖学的領域をスキャンして、ス
キャンデータを取得し、スキャンデータが処理される、複数の医療用撮像技術を通して実
施することができる。処理されたスキャンデータに基づき、外科のガイダンスを提供する
ことができる。
【０００４】
　通常、スキャンデータは、ＣＴ、ＭＲＩ、ｘ線、及び超音波を含む、医療用イメージン
グ技術を使用して取得される。これらイメージング技術が、特定の解剖学的領域の正確な
モデルを規定することができるが、これらイメージング技術は、解剖学的な座標系に対す
る解剖学的領域の配置、及び／または、１つまたは複数の間接周りの解剖学的領域の移動
の範囲など、解剖学的領域と、その解剖学的領域に関連付けられた解剖学的特徴との間の
関係を、必ずしも明確に示さない。
【０００５】
　本明細書に含まれているあらゆる文献、作用、材料、デバイス、物品などのあらゆる議
論は、これら要素のいずれか、またはすべてが、従来技術のベースの一部を形成すること
、または、添付の特許請求の範囲の各々の優先権の日の前に存在するような、本開示に関
する分野における、通常の一般的な知識であったことの承認としては取られないものとす
る。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一態様では、本開示は、
　スキャニングデバイスであって、
　　スキャンデータを取得するために、解剖学的領域をスキャンするスキャナと、
　　移動データを取得するために、スキャニングデバイスの移動を監視する少なくとも１
つの移動センサと、
　　スキャンデータから解剖学的領域のモデルを決定するとともに、移動データから解剖
学的領域の配置を決定するプロセッサと、
　を備えた、スキャニングデバイスを備えているスキャニング装置を提供する。
【０００７】
　別の態様では、本開示は、
　スキャンデータを取得するために、解剖学的領域をスキャンするように、スキャニング
デバイスのスキャナを使用することと、
　移動データを取得するために、スキャニングデバイスの移動を監視するように、スキャ
ニングデバイスの少なくとも１つの移動センサを使用することと、
　スキャンデータから解剖学的領域のモデルを決定するとともに、移動データから解剖学
的領域の配置を決定することと、を含む、解剖学的領域のスキャン方法を提供する。
【０００８】
　第３の態様では、本開示は、
　スキャンデータを取得するために、スキャナを使用して解剖学的領域をスキャンするス
キャニングデバイスからスキャンデータを受領することと、
　移動データを取得するために、スキャニングデバイスの移動を監視する、スキャニング
デバイスの少なくとも１つの移動センサから移動データを受領することと、
　スキャンデータから解剖学的領域のモデルを決定するとともに、移動データから解剖学
的領域の配置を決定することと、を含む、解剖学的領域のスキャン方法を提供する。
【０００９】
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　さらに別の態様では、本開示は、プロセッサにインストールされている場合、プロセッ
サに、第３の態様の方法を実施させる、ソフトウェアを提供する。
【００１０】
　さらに別の態様では、本開示は、プロセッサと、非一時的なコンピュータ可読記録媒体
であって、非一時的なコンピュータ可読記録媒体が、プロセッサに、第３の態様の方法を
実施させる命令を含む、非一時的なコンピュータ可読記録媒体と、を提供する。
【００１１】
　本明細書を通して、「備える（comprise）」、または、「備える（comprises）」もし
くは「備えている（comprising）」などの変形形態の用語は、述べられている要素、整数
、もしくはステップ、または、要素、整数、もしくはステップのグループの包含を暗示す
るが、任意の他の要素、整数、もしくはステップ、または、要素、整数、もしくはステッ
プのグループの除外は暗示しないものと理解されるものとする。
【００１２】
　モデルは、仮想モデルである場合があり、その詳細は、プロセッサによって貯蔵されて
いる、及び／または、ディスプレイ上に表示される場合がある。モデルは、たとえば、２
次元または３次元（３Ｄ）のモデルである場合がある。
【００１３】
　解剖学的領域は、任意の解剖学的領域である場合があり、このことに関し、詳細なモデ
ル、及び／または、外科のガイダンスが、所望であり、たとえば、骨の表面などの骨の一
部、または、肌、組織、筋肉、腱、爪、臓器、歯、靱帯、及び／または軟骨の一部を含む
ことができる。解剖学的領域は、滅菌した布、ピン、骨用ネジ、基準マーカ（たとえば、
ＥＣＧドット）、ナビゲーションプローブの先端、外科用ジグ、ソー、外科用機器、また
は他のものなどの外科用アイテムをも含む場合がある。本開示の装置及び方法は、様々な
異なる医療及び／または外科手術、ならびに、たとえば、ひざの置換外科手術、または、
他の関節ベースの外科手術などの整形外科手術を含む状況で使用される場合がある。装置
及び方法は、運動学的整列及び解剖学的整列を含む、解剖学的領域の整列を外科医が認識
及び理解することを可能にする場合がある。装置及び方法は、たとえば、構成上の内反の
再構成、または、傾いた関節ラインの形成などの、向上された外科手術を外科医が実施す
ることを可能にする場合がある。
【００１４】
　スキャニングデバイスは、解剖学的領域に対する１つまたは複数の位置に固定されるよ
うに適合される場合がある。本装置は、スキャニングデバイスを解剖学的領域に対して固
定するためのマウントを備えている場合がある。マウントは、スキャニングデバイスを、
解剖学的領域または周囲の領域に直接固定する場合がある。たとえば、解剖学的領域が骨
の一部である場合、マウントは、スキャニングデバイスを、骨、または骨を囲む組織に直
接固定する場合がある。
【００１５】
　スキャニングデバイスは、ハウジングを備えている場合がある。スキャナと少なくとも
１つの移動センサとは、各々が、少なくとも部分的にハウジング内に位置している場合が
ある。少なくとも１つの移動センサ及びスキャナは、決まった位置関係で設けられている
場合があり、また、通常の使用の間、分離不可能である場合がある。
【００１６】
　プロセッサは、スキャニングデバイスに備えられている場合があり、たとえば、少なく
とも部分的にハウジング内に位置する場合がある。代替的には、プロセッサのすべてまた
は一部が、スキャニングデバイスの外部に位置している場合があり、また、有線または無
線のリンクを介してスキャニングデバイスと通信する場合がある。したがって、スキャニ
ングデバイスは、プロセッサのすべてまたは一部とリモート通信するために、送信機及び
／または受信機を備えている場合がある。
【００１７】
　本明細書に開示のプロセッサが、装置及び方法の１つまたは複数の機能を制御するため



(8) JP 2020-531223 A 2020.11.5

10

20

30

40

50

の複数の制御モジュールまたは処理モジュールを備えている場合があり、また、たとえば
スキャンデータ、移動データ、及び／またはモデルデータなどのデータを貯蔵するための
、１つまたは複数の貯蔵要素をも含む場合があることを理解されたい。モジュール及び貯
蔵要素は、１つまたは複数の処理デバイス及び１つまたは複数のデータ貯蔵ユニットを使
用して実施することができ、このモジュール及び／または貯蔵デバイスは、１つの位置に
あるか、複数の位置にわたって分布され、１つまたは複数の通信リンクによって相互接続
されている場合がある。使用される処理デバイスは、本開示に係る機能を実施する目的の
ために具体的に製造されたデバイスを含む、デスクトップコンピュータ、ラップトップコ
ンピュータ、タブレット、スマートフォン、パーソナル・デジタル・アシスタント、及び
、他のタイプの処理デバイスに位置する場合がある。
【００１８】
　さらに、処理モジュールは、プログラム指示を含むコンピュータプログラムまたはプロ
グラムコードによって実施され得る。コンピュータプログラム指示は、プロセッサに、記
載のステップを実施させるように動作可能である、ソースコード、オブジェクトコード、
マシンコード、または、任意の他の貯蔵されたデータを含むことができる。コンピュータ
プログラムは、コンパイルされているか、解釈された言語を含む、任意の形態のプログラ
ミング言語で記載され得、また、コンピュータプログラムは、スタンドアロンのプログラ
ムとして、または、モジュール、構成要素、サブルーチン、もしくは、コンピュータ環境
で使用するのに適切な他の単位として、任意の形態で展開され得る。データ貯蔵デバイス
（複数可）は、揮発性（たとえばＲＡＭ）及び／または不揮発性（たとえばＲＯＭ、ディ
スク）のメモリまたは他のものなどの、適切なコンピュータ可読媒体を含む場合がある。
【００１９】
　解剖学的領域の判定された配置は、解剖学的領域の位置と向きとの１つまたは複数を含
む場合がある。解剖学的領域の決定された配置は、座標系に対する配置である場合がある
。スキャニングデバイスの移動の監視は、座標系に対し、スキャニングデバイスの配置を
決定することを可能にする場合がある。座標系内の解剖学的領域の配置は、座標系内のス
キャニングデバイスの配置から決定される場合がある。座標系内の解剖学的領域の配置は
、座標系内のスキャニングデバイスの決定された配置と、さらに、（ｉ）解剖学的領域に
送信される、及び、解剖学的領域から送信される、スキャン信号に関する、記録された飛
行時間などのスキャンデータ、及び／または、（ｉｉ）たとえば、スキャニングデバイス
が、解剖学的領域からの、既知であるか所定の距離に配置されている場合は、スキャニン
グデバイスと解剖学的領域との間の、外部で観測される物理的関係との組合せから、決定
される場合がある。
【００２０】
　一実施形態では、スキャニングデバイスの配置を、座標系に対して決定することを可能
にするために、スキャニングデバイスが、記録位置とスキャン位置との間で移動される。
スキャン位置では、スキャニングデバイスが、解剖学的領域をスキャンする場合がある。
記録位置では、スキャニングデバイスの配置が、座標系に対して記録される場合がある。
スキャニングデバイスの記録により、座標系内のスキャニングデバイスの配置を示す記録
データが生成される場合がある。記録デバイスの配置は、記録位置において「ゼロに合わ
せられる」場合があるか、別様に記録される場合がある。
【００２１】
　スキャニングデバイスは、記録位置におけるスキャニングデバイスの記録の前か後に、
解剖学的領域のスキャンを実施するために、スキャン位置に配置される場合がある。記録
位置からスキャン位置へのスキャニングデバイスの移動の間、または、スキャン位置から
記録位置へのスキャニングデバイスの移動の間に、スキャニングデバイスの配置の変化が
監視される場合があり、その監視から、移動データが取得される。移動データ及び記録デ
ータから、座標系内での、スキャン位置におけるスキャニングデバイスの配置を決定する
ことができる。
【００２２】
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　スキャニングデバイスは、座標系との既知の関係を有するマウントに対して固定するこ
とにより、記録位置に配置される場合がある。たとえば、マウントの表面は、座標系がベ
ースとする解剖学的軸と整列している場合があり、また、マウントに対するスキャニング
デバイスの固定により、スキャニングデバイスが、解剖学的軸対して整列される場合があ
る。いくつかの実施形態では、マウントは、身体の骨盤腔に固定されている場合がある。
【００２３】
　いくつかの実施形態では、スキャニングデバイスは、マウントに固定することにより、
スキャン位置に配置されている場合がある。代替的には、スキャニングデバイスは、手で
保持する方式で、スキャン位置に配置されている場合がある。たとえば、外科医が、解剖
学的領域のスキャンの間、スキャニングデバイスを保持する場合がある。
【００２４】
　いくつかの実施形態では、スキャニングデバイスによる移動の監視は、座標系内のスキ
ャニングデバイスの配置の決定に加え、座標系を決定するために使用される場合がある。
【００２５】
　たとえば、一実施形態では、スキャニングデバイスは、スキャンされる解剖学的領域に
対して固定されている。スキャニングデバイスが解剖学的領域に対して固定されている間
は、解剖学的領域が移動され、スキャニングデバイスの少なくとも１つの移動センサが、
解剖学的領域の移動を監視する。座標系は、移動から決定される場合がある。一実施例で
は、座標系は、解剖学的領域の回転中心に整列されている場合がある。たとえば、座標系
の原点は、解剖学的領域の回転中心に配置されている場合がある。解剖学的領域の移動の
間、解剖学的領域は、回転中心周りに回転する場合があり、少なくとも１つの移動センサ
が、移動データを取得することを可能にする。この移動データは、解剖学的領域の回転中
心の位置、そしてひいては、座標系を決定するために使用され得る。移動データは、スキ
ャニングデバイスの移動の弧を示す場合があり、この弧から、回転中心、そして、回転中
心からのスキャニングデバイスの距離をも、決定することができる。こうして、解剖学的
領域の監視された移動により、回転中心に基づく座標系と、さらにこの座標系内のスキャ
ニングデバイスの配置との、両方を決定することができる。
【００２６】
　座標系が、解剖学的領域の回転中心に基づく場合、座標系は、スキャンデータから識別
される解剖学的領域上の、回転中心と解剖学的標識構造との間に延びる軸にさらに基づく
場合がある。たとえば、スキャンされた解剖学的領域が大腿骨の遠位の表面である場合、
標識構造は、２つの大腿骨の骨頭間の中間ポイントである場合がある。この軸周りの回転
は、たとえば、顆軸または溝のラインによって決められている場合があり、３つの直行す
る軸を決定することを可能にする。
【００２７】
　いくつかの実施形態では、移動データは、スキャニングデバイスがスキャン位置にある
間に取得される場合がある。したがって、スキャニングデバイスは、座標系内の配置の決
定と、解剖学的領域のスキャンとの両方のために、１つの位置においてのみ、解剖学的領
域に対して固定されている場合がある。そのような例では、あらゆる別の記録位置へ、ま
たは別の記録位置からの移動が必要とされない場合がある。
【００２８】
　スキャニングデバイスが記録位置にある場合、いくつかの実施形態では、スキャニング
デバイスによる移動の監視が、記録位置においてスキャニングデバイスが記録される座標
系を決定するために使用される場合がある。たとえば、スキャニングデバイスが記録位置
に固定されている場合、たとえば、骨盤腔などの骨に取り付けられている場合、身体は、
異なる解剖学的構成間（たとえば、あおむけの位置とうつぶせの位置との間など）で回転
される場合があり、また、この回転から取得される移動データは、身体の軸またはベクト
ル、そしてひいては、身体に関する座標系を決定するために使用される場合がある。
【００２９】
　いくつかの実施形態では、プロセッサは、解剖学的領域のモデルを、仮想座標系を有す
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る仮想シーンに配置するように構成されている場合がある。解剖学的領域のモデルは、実
際の解剖学的領域の、その座標系に対する配置の決定に従って、仮想的な座標系に対する
仮想シーンに配置される場合がある。いくつかの実施形態では、仮想シーンは、解剖学的
領域の仮想的回転中心を含む場合があり、解剖学的領域のモデルは、解剖学的領域の回転
中心に対する、実際の解剖学的領域の決定された配置に基づき、解剖学的領域の仮想的な
回転中心に対して配置されている。仮想シーンは、解剖学的領域が移動する方法を示す動
的情報を含む場合がある。たとえば、仮想シーンは、解剖学的領域のモデルが、たとえば
仮想的な回転中心周りに回転することを可能にするか、別様に操作されることを可能にす
る場合がある。仮想シーンは、ディスプレイ上に表示される場合がある。
【００３０】
　スキャニング装置は、術前モデルと組み合わせて使用される場合がある。術前モデルは
、解剖学的領域の、ＣＴスキャン、ＭＲＩ、または他のものなどのスキャンを含む場合が
ある。解剖学的領域のスキャニング、及び、解剖学的領域の配置の決定を通して、スキャ
ニング装置は、仮想シーン内の解剖学的領域の対応する術前モデルの配置を記録するため
に使用され得る。こうして、スキャン及び移動データに基づき、スキャニング装置を使用
して決定された解剖学的領域のモデルの仮想シーン内の配置を制御することに対して追加
的または代替的に、プロセッサは、スキャン及び移動データに基づき、解剖学的領域の術
前モデルの仮想シーン内の配置を制御する場合がある。
【００３１】
　示されるように、モデルを含む仮想シーンは、ディスプレイ上に表示される場合がある
。ディスプレイは、コンピュータモニタ、ＴＶスクリーン、プロジェクタ、または他のも
のである場合がある。いくつかの実施形態では、ディスプレイは、ユーザにマウントされ
ている場合がある。たとえば、ディスプレイは、スマートグラスとしても知られる、ウェ
アラブルコンピュータグラスに含まれる場合がある。ウェアラブルコンピュータグラスま
たは他のものを使用すると、仮想シーンは、現実と混合された視野の一部としてユーザに
提供される場合がある。現実と混合された視野は、外科ナビゲーションのガイダンスを規
定する場合がある。これに関し、このガイダンスは、外科手術のための、術前プランを含
む場合がある。
【００３２】
　装置が、解剖学的領域に関する回転中心を決定するために使用される場合、スキャン位
置は、回転中心に対して遠位である場合がある。たとえば、解剖学的領域が骨の表面であ
る場合、骨の表面は、骨の回転中心からの、骨の反対側の端部における、遠位の骨の表面
である場合がある。こうして、スキャニングデバイスのスキャナは、骨の遠位端表面をス
キャンするように適合されている場合がある。スキャン位置では、スキャニングデバイス
は、骨の遠位端表面に隣接して固定されている場合がある。
【００３３】
　示されるように、解剖学的領域は、骨の表面など、骨の一部である場合がある。骨は、
大腿骨である場合があり、スキャナによってスキャンされる表面は、大腿骨の骨頭の表面
と、膝蓋大腿の溝の表面との、１つまたは複数を含む場合がある。代替的には、骨は脛骨
である場合があり、スキャナによってスキャンされる表面は、脛骨プラトーの表面を含む
場合がある。いずれにしろ、本装置は、上腕骨、橈骨、尺骨、中手骨、手の指骨、大腿骨
、脛骨、腓骨、足の中足骨及び指骨、または他の骨などの長い骨を含む、様々な異なる骨
の、様々な異なる骨の表面をスキャンするために使用される場合がある。しかし、解剖学
的領域は、必ずしも骨の一部ではない。たとえば、上述のように、解剖学的領域は、歯の
表面、皮膚表面、臓器の表面、爪の表面、または別のものである場合がある。
【００３４】
　解剖学的領域が大腿骨の表面である場合、プロセッサは、たとえば、解剖学的領域の決
定されたモデル、及び配置から、
　大腿骨の解剖学的な冠状面の整列、
　遠位の大腿骨の回転、及び
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　大腿骨のサイズの、
１つまたは複数を決定するように構成されている場合がある。
【００３５】
　解剖学的領域が頸骨の表面である場合、プロセッサは、たとえば、解剖学的領域の決定
されたモデル、及び配置から、
　脛骨の冠状面の整列、
　脛骨の矢状面の整列、
　脛骨の近位平面、
　脛骨の回転、及び
　脛骨構成要素のサイズの、
１つまたは複数を決定するように構成されている場合がある。
【００３６】
　スキャナは、解剖学的領域の３Ｄモデルを取得するための３Ｄスキャナなど、解剖学的
領域のモデルを準備するために使用することができるスキャンデータを取得するために適
切な任意のタイプのスキャナである場合がある。たとえば、スキャナは、レーザースキャ
ナである場合がある。別の実施例として、スキャナは、超音波スキャナである場合がある
。
【００３７】
　スキャナがレーザースキャナである場合、解剖学的領域のモデルは、三角測量のスキャ
ン方法、位相シフトのスキャン方法、または、飛行時間のスキャン方法に基づいて決定さ
れる場合がある。いくつかの実施形態では、レーザースキャナは、立体照明を発する場合
がある。
【００３８】
　少なくとも１つの移動センサは、同じであるか異なるタイプの移動センサのいずれか１
つまたは複数を備えている場合がある。たとえば、少なくとも１つの移動センサは、ジャ
イロスコープを備えている場合がある。追加的または代替的に、少なくとも１つの移動セ
ンサは、加速度計を備えている場合がある。追加的または代替的に、少なくとも１つの移
動センサは、磁気計を備えている場合がある。移動データは、２次元または３次元のスペ
ースにおけるスキャニングデバイスの移動を識別できるように、移動センサのいずれか１
つか、組合せから得られる場合がある。
【００３９】
　骨のスキャニング装置は、解剖学的領域のモデル、及び、解剖学的領域の決定された配
置に基づき、解剖学的領域に対して外科手術を自動的にガイドするためのガイドを備えて
いる場合がある。ガイドは、たとえば、解剖学的領域におけるドリル穴部またはカットの
配置を自動的にガイドする場合がある。ガイドは、解剖学的領域と直接相互作用する場合
がある。ガイドは、たとえば、外科手術をガイドするように、解剖学的領域上に光を照射
するレーザーを備えている場合がある。追加的または代替的に、ガイドは、外科手術をガ
イドするように、解剖学的領域に対して移動可能であるドリルガイドまたはカッティング
ジグを備えている場合がある。スキャニング装置は、ディスプレイを備えている場合があ
り、ガイドは、ディスプレイに提供される情報を含んでいる。ディスプレイ上に提供され
る情報は、解剖学的領域の画像、及び、ガイドとして作用するマーカまたは他の特徴を含
む場合がある。上述のように、ディスプレイは、ウェアラブルグラスまたは別のものに含
まれる場合がある。
【００４０】
　実施例としてのみ、本開示の各実施形態が、ここで、添付図面を参照して記載される。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本開示の実施形態に係るスキャニング装置の側面図である。
【図２】図１の装置のスキャニングデバイスの構成要素の概略図である。
【図３】本開示の一実施形態に係る方式で、大腿骨に取り付けられ、解剖学的領域のモデ
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ル及び配置を決定するように動作する、図１のスキャニング装置の側面図である。
【図４】図１のスキャニング装置を使用して取得された、解剖学的領域の表示されたモデ
ルを示す図である。
【図４ａ】たとえば現実と混合された外科ナビゲーションの目的ための、本開示の実施形
態に係る、ユーザに対してモデルを表示するコンピュータグラスを着用したユーザを示す
図である。
【図５ａ】本開示のさらなる実施形態に係る方式で、大腿骨に取り付けられ、解剖学的領
域のモデル及び配置を決定するように動作する、図１のスキャニング装置の側面図である
。
【図５ｂ】本開示のさらなる実施形態に係る方式で、大腿骨に取り付けられ、解剖学的領
域のモデル及び配置を決定するように動作する、図１のスキャニング装置の側面図である
。
【図５ｃ】本開示のさらなる実施形態に係る方式で、大腿骨に取り付けられ、解剖学的領
域のモデル及び配置を決定するように動作する、図１のスキャニング装置の側面図である
。
【図５ｄ】本開示のさらなる実施形態に係る方式で、大腿骨に取り付けられ、解剖学的領
域のモデル及び配置を決定するように動作する、図１のスキャニング装置の側面図である
。
【図６】図６は、本開示の別の実施形態に係るスキャニング装置のスキャニングデバイス
の構成要素の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　本開示の一実施形態に係るスキャニング装置が、図１及び図２に示されている。スキャ
ニング装置は、スキャニングデバイス１００を含んでおり、このスキャニングデバイス１
００は、スキャナ１１０、プロセッサ１２０、及び、少なくとも１つの移動センサ１３０
を含んでいる。この実施形態では、ジャイロスコープ１３１、磁気計１３２、及び加速度
計１３３の、３つの異なる移動センサが提供されている。
【００４３】
　スキャナ１１０は、解剖学的領域をスキャンするために設けられている。解剖学的領域
のモデルは、スキャンデータから決定することができる。モデルは、プロセッサによって
記録される場合があり、任意選択的には、ディスプレイ上に提供される場合がある。
【００４４】
　ここで記載する実施形態に関し、骨の表面が、スキャンされるとともにモデル化される
解剖学的領域の実施例として提供される。しかし、本装置は、様々な異なる解剖学的領域
で使用するために適合される場合がある。これら領域には、骨／骨の表面、及び／または
、肌、組織、筋肉、腱、爪、臓器、歯、靱帯、軟骨、もしくは外科用アイテムの１つもし
くは複数などの他の特徴が含まれる場合がある。外科用アイテムは、滅菌した布、ピン、
骨用ネジ、追跡装置、基準マーカ（たとえば、ＥＣＧドット）、ナビゲーションプローブ
の先端、外科用ジグ、または外科用機器などである。たとえば、外科医が、後方のアプロ
ーチから、大腿骨の準備をすることを試みる場合、解剖学的領域には、滅菌した布に包ま
れた、近位の大腿骨、下方脚部、及び、足が含まれる場合がある。たとえば、追跡装置ま
たは基準マーカが、解剖学的領域に含まれる場合、追跡装置または基準マーカは、特定の
解剖学的標識構造をマークするように配置される場合がある。実施例として、ＥＣＧドッ
トは、内くるぶしに配置される場合がある。たとえば、プローブの先端が、解剖学的領域
に含まれる場合、プローブの先端は、解剖学的標識構造に接触している場合がある。外科
用器械が解剖学的領域に含まれる場合、本開示に係る方法は、骨の表面など、解剖学的領
域に含まれる他の特徴に対し、器具が適切な位置／向きにあるかを決定するために使用さ
れる場合がある。
【００４５】
　図１及び図２に示す実施形態では、スキャナは、レーザー１１１及びカメラ１１２を含
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んでいる。レーザー１１１は、レーザー光を解剖学的領域、具体的には、骨の表面上に照
射するように適合されており、このレーザー光は、図１の矢印１１３によって概略的に示
すように、骨の表面から離れるように反射され、カメラ１１２によって受領される。レー
ザー光は、骨の表面にわたってスキャンするように移動可能である。概して、当業者に既
知である複数の異なるスキャン技術が、骨の表面（または他の解剖学的領域）の形状及び
／または構成を示すスキャンデータを取得するために、レーザー光、カメラ、または他の
ものを使用するかに関わらず、本開示の実施形態において使用される場合がある。スキャ
ナは、たとえば、三角測量のスキャン方法、位相シフトのスキャン方法、または、飛行時
間のスキャン方法によるものである場合がある。いくつかの実施形態では、レーザースキ
ャナは、立体照明を発する場合がある。スキャナは、たとえば、レーザースキャナ、また
は、超音波スキャナである場合がある。スキャンデータは、スキャナ１１０から直接生成
される場合があるか、スキャナ１１０に接続されたプロセッサ１２０によって少なくとも
部分的に生成される場合がある。
【００４６】
　スキャニングデバイス１００は、ハウジング１４０を含んでいる。この実施形態では、
スキャナ１１０、プロセッサ１２０、及び移動センサ１３０が、すべて、ハウジング１４
０内に位置している。さらに、少なくともスキャナ１１０及び移動センサ１３０が、互い
に対する決まった位置関係を有している。ボタン１５１が、スキャニングデバイス１００
に設けられており、このボタン１５１は、ハウジング１４０の外部にアクセス可能である
。ボタン１５１は、たとえばプロセッサ１２０を介して、スキャナ１１０に操作可能に接
続されており、また、スキャナ１１０による骨の表面のスキャンを行わせるように、ユー
ザによって操作可能である。ボタン１５１に対する代替物として、スライダ、接触式パッ
ド、またはリモートコントロールなどの他のタイプの作動デバイスが使用される場合があ
る。
【００４７】
　図２では、プロセッサ１２０が、スキャナ１１０及び移動センサ１３０に、通信リンク
を介して接続された、スキャニングデバイス１００の別個の要素として示されている。い
ずれにしろ、いくつかの実施形態では、プロセッサは、スキャナ１１０及び／または移動
センサ１３０と結合されている場合がある。追加的または代替的に、プロセッサのすべて
または一部が、スキャニングデバイス１００の外部に位置している場合があるか、１つま
たは複数の有線または無線のリンクを介してスキャニングデバイス１００と通信する場合
がある。スキャニングデバイス１００は、プロセッサのすべてまたは一部とリモート通信
するために、送信機及び／または受信機を備えている場合がある。
【００４８】
　図１に示すスキャニングデバイス１００は、骨の表面のスキャンのためのスキャン位置
に配置されており、具体的には、この実施例では、大腿骨２００の遠位の骨の表面２０１
に隣接するとともに、スキャンするように向けられたスキャン位置に配置されている。ス
キャニングデバイス１００は、たとえば、骨、または、骨を囲む組織に取り付けることに
より、スキャン位置において、骨の表面に対して固定することができる。したがって、本
開示の装置は、スキャニングデバイス１００に加え、マウントを含む場合がある。骨の表
面２０１に対してスキャニングデバイス１００を固定するマウント３００の実施例が、図
３に示されている。マウント３００は、調整可能なマウントであり、スキャニングデバイ
ス１００の位置を調整すること、及び、骨の表面２０１に対して制御された方式で固定す
ることを可能にするが、調整可能ではないマウントが使用される場合もある。さらに、い
くつかの実施形態では、スキャニングデバイスは、代わりに、スキャン位置において、手
で保持される場合があるか、骨または身体に接続されるか取り付けられていない追加の装
置によってスキャン位置で支持される場合がある。
【００４９】
　スキャニングデバイス１００の移動センサ１３０は、移動データを取得するために、ス
キャニングデバイス１００の移動を監視するために使用される。移動データは、３次元空
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間におけるスキャニングデバイス１００の移動を識別できるように、ジャイロスコープ１
３１と、磁気計１３２と、加速度計１３３との、いずれか１つか組合せから得られる場合
がある。移動データは、骨の表面の配置を決定するために使用され得る。骨の表面の決定
された位置は、スキャンデータを使用して取得された骨の表面のモデルと関連付けられ得
る。骨の表面の配置は、座標系に対して決定され得る。いくつかの実施形態では、座標系
も、移動データから決定される場合がある。
【００５０】
　一実施形態では、ここで図３を参照して記載するように、スキャニングデバイス１００
がスキャン位置において、骨２００に対して固定されているが、移動データが、座標系を
決定するために取得されて、座標系に対するスキャニングデバイスの配置を決定し、また
、このことから、座標系に対する、スキャンされた骨の表面の配置を決定する。
【００５１】
　この実施形態における座標系を決定するために、スキャン位置において、骨２００に対
してスキャニングデバイス１００が固定されているが、骨２００（そしてひいては、スキ
ャニングデバイス１００）は、図３の矢印２０６及び破線の表示によって示すように、骨
２００の回転中心２０２周りに回転される。この実施例では、骨２００が大腿骨であるこ
とから、回転中心２０２は、大腿骨のヘッド部２０３／股関節に位置している。回転され
る間、スキャニングデバイス１００の移動センサ１３０は、回転移動を監視し、移動デー
タをプロセッサ１２０に提供する。回転は、概して、骨２００の回転中心２０２周りの弧
２０４内にある。したがって、弧２０４の向きと半径２０５とは、それぞれ、回転中心２
０２の位置と、回転中心２０２に対する距離とを示している。移動データに含まれるこの
情報は、座標系を決定するために、プロセッサ１２０によって使用され得る。例示的な座
標系が、軸２０７により、図３に示されている。座標系２０７の原点は、回転中心２０２
にあり、座標系２０７は、回転中心２０２と、骨上の解剖学的標識構造との間に延びる軸
によってさらに規定されており、この標識構造は、スキャンデータから識別される場合が
ある。たとえば、スキャンされる骨の表面は、図３に示すように、大腿骨２００の遠位の
表面２０１であり、標識構造は、２つの大腿骨の骨頭間に識別される中間ポイントである
場合がある。この軸周りの仮想的な回転は、たとえば、顆軸または溝のラインによって決
められている場合があり、座標系２０７の３つの直行する軸を決定することを可能にする
。
【００５２】
　この実施形態では、スキャニングデバイス１００を使用する座標系２０７を決定するた
めのアプローチにより、本来的に、座標系２０７に対するスキャニングデバイス１００の
配置が決定される。座標系２０７に対する、スキャンされた骨の表面２０１の配置は、座
標系２０７に対するスキャニングデバイス１００の決定された配置と、骨の表面２０１に
対するスキャニングデバイス１００の配置との組合せから決定され得る。図３に示すよう
に、骨の表面２０１に対するスキャニングデバイス１００の配置は、たとえば、取付けデ
バイス３００上の較正マーク３０１を使用すること、及び／または、カリパスもしくはル
ーラーなどの他の器具を使用することにより、外部から観測することができる。代替的に
は、配置は、スキャンデータから決定することができる。たとえば、スキャンデータは、
骨の表面の様々な領域へ、及び、様々な領域から送信されるスキャニング信号に関する飛
行時間情報を含む場合がある。このことは、スキャニングデバイスに対する骨の表面の配
置を示すものである。
【００５３】
　図４を参照すると、この実施形態では、プロセッサ１２０は、スキャンデータから決定
された骨の表面のモデル４０１を、仮想座標系４０２を有する仮想シーン４００に配置す
るように構成されており、仮想シーン４００／仮想座標系４０２内のモデル４０１の配置
は、上述のように、移動データに基づく、座標系２０７に対する実際の骨の表面２０１の
決定された配置に従っている。仮想シーン４００は、たとえば、ディスプレイ上に提供さ
れ得る。この実施形態では、仮想座標系４０２が、骨の回転中心、及び、その骨の表面２
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０１に基づくことから、仮想シーンは、ユーザによる相互作用がされると、骨の表面のモ
デル４０２を、仮想回転中心周りに回転させることを可能にする場合がある。さらに、仮
想シーン４００は、たとえば、座標系内のモデル上のポイントに関する座標データ４０４
など、モデルに関する、ユーザのための情報を規定する場合がある。しかし、仮想シーン
は、必ずしもユーザに対して表示されない。仮想シーンは、プロセッサによって記録また
は貯蔵される場合があり、また、他の手段により、ユーザにガイダンスを提供するために
使用される場合がある。
【００５４】
　任意の実施形態では、ディスプレイは、コンピュータモニタ、ＴＶスクリーン、プロジ
ェクタ、または他のものである場合がある。いくつかの実施形態では、ディスプレイは、
ユーザにマウントされている場合がある。たとえば、図４ａに示すように、ディスプレイ
は、スマートグラスとしても知られる、ウェアラブルコンピュータグラス７００に含まれ
る場合がある。ウェアラブルコンピュータグラス７００または他のものを使用すると、仮
想シーンは、現実と混合された視野の一部としてユーザ６０１に提供される場合がある。
現実と混合された視野は、外科ナビゲーションのガイダンスを規定する場合がある。これ
に関し、このガイダンスは、外科手術のための、術前プランを含む場合がある。
【００５５】
　代替的実施形態では、図５ａから図５ｄを参照してここで記載するように、スキャニン
グデバイス１００の配置を、座標系内で決定することを可能にするために、スキャニング
デバイス１００が、記録位置とスキャン位置との間で移動される。
【００５６】
　同様に、スキャン位置において、スキャニングデバイス１００は、骨の表面をスキャン
するように構成されている。しかし、スキャニングデバイスは、座標系に対するデバイス
１００の配置を記録するために、異なる、記録位置に配置される。
【００５７】
　記録位置にスキャニングデバイス１００を配置することが、図５ａに示されている。こ
の実施形態では、スキャニングデバイス１００は、座標系５０１、具体的には、この実施
形態では、概して患者の骨盤腔上か、患者の骨盤腔に隣接して中心付けられ、骨盤腔にお
いて、患者の解剖学的軸に関して向けられている、座標系５０１との既知の幾何学的関係
を有するマウント５００に固定することにより、記録位置に配置される。マウント５００
の表面５０１は、解剖学的軸と整列しており、また、マウント５００に対するスキャニン
グデバイス１００の固定により、スキャニングデバイス１００が、解剖学的軸対して整列
される。
【００５８】
　記録位置に配置されている場合、スキャニングデバイス１００は、座標系に対して記録
することができる。記録は、たとえば、スキャニングデバイス１００に設けられたボタン
１５２を押圧することによって行われ得る。このボタン１５２は、ハウジング１４０の外
部にアクセス可能である。ボタン１５２は、プロセッサ１２０に接続されている。ボタン
１５２に対する代替物として、スライダ、接触式パッド、またはリモートコントロールな
どの他のタイプの作動デバイスが使用される場合がある。追加的または代替的に、自動化
された作動デバイスは、たとえば、単にスキャニングデバイス１００をマウント５００に
固定することを通して作動される場合がある。ボタンまたは他の作動デバイスが作動され
た場合、これにより、プロセッサ１２０に、スキャニングデバイス１００が記録位置にあ
り、座標系５０１に対する記録が行われるべきであることを通知する。たとえば、スキャ
ニングデバイスの空間的座標を、この時点で「ゼロに合わせる」ことができる。座標系５
０１に対する記録に基づき、座標系５０１に対するスキャニングデバイスの任意の移動を
監視することができる。
【００５９】
　スキャニングデバイス１００は、記録位置におけるスキャニングデバイス１００の記録
の前か後に、骨の表面のスキャンを実施するために、スキャン位置に配置され得る。記録
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位置からスキャン位置へのスキャニングデバイス１００の移動の間、または、スキャン位
置から記録位置へのスキャニングデバイス１００の移動の間に、スキャニングデバイス２
００の配置の変化が、移動センサ１３０によって監視され、その監視から、移動データが
取得される。
【００６０】
　図５ｂに示すように、たとえば、図５ａに示す記録位置におけるスキャニングデバイス
１００の記録の後に、スキャニングデバイス１００は、大腿骨２００の近位端表面２０８
など、骨の表面に隣接してスキャニングデバイス１００が取り付けられる、スキャン位置
に移動され得る。この移動の間、座標系５０１に対するスキャニングデバイス１００の配
置は、スキャニングデバイス１００がスキャン位置に到達した際、及び、骨の表面２０８
のスキャニングが実施された際（たとえば、ボタン１５１が押圧された際）の、座標系５
０１に対するスキャニングデバイス１００の配置がわかるように、継続的に監視される。
基準５０１に対する、スキャンされた骨の表面２０８の配置は、座標系５０１に対するス
キャニングデバイス１００の決定された配置と、骨の表面２０８に対するスキャニングデ
バイス１００の配置との組合せから決定され得る。骨の表面２０８に対するスキャニング
デバイス１００の配置は、たとえば、上述の方式と同様の方式で、外部で観測され得るか
、スキャンデータから決定され得る。
【００６１】
　しかし、述べたように、座標系５０１に対する記録は、骨の表面のスキャニングの前に
行う必要はない。図５ｃに示すように、たとえば、スキャン位置に配置された後、かつ、
大腿骨の遠位の表面２０１などの骨の表面のスキャンの後（たとえば、ボタン１５１が押
圧された際）に、スキャニングデバイス１００は、図５ａに示す記録位置に移動され得る
。この移動の間、スキャニングデバイス１００の配置は、継続的に監視され、基準５０１
に対するスキャン位置におけるスキャニングデバイス１００の配置の決定を、座標系５０
１に対するスキャニングデバイス１００の移動データと、それに続く記録から、推測する
ことを可能にする。
【００６２】
　図５ｂ及び図５ｃでは、スキャニングデバイス１００は、マウント３００１、３００２
を使用して、それぞれのスキャン位置に固定されている。しかし、スキャニングデバイス
は、代わりに、図５ｄに示すように、手で保持する方式で、スキャン位置に配置すること
ができる。外科医の手６００は、たとえば、骨の表面のスキャニングの間、スキャニング
デバイスを保持する場合がある。
【００６３】
　同様に、図５ａから図５ｄに示す実施形態では、プロセッサは、たとえば、図４を参照
して記載した方式と同様の方式で、骨の表面のモデルを、仮想座標系を有する仮想シーン
に配置するように構成されている場合がある。
【００６４】
　上述の実施形態では、大腿骨の表面は、スキャンされる例示的な骨の表面として提供さ
れており、大腿骨の骨頭表面と、膝蓋大腿の溝の表面との、１つまたは複数を含むことが
できる遠位の大腿骨表面を含んでいる。しかし、他の骨の表面、脛骨プラトーなど、また
は、上腕骨、橈骨、尺骨、中手骨、手の指骨、腓骨、足の中足骨及び指骨、もしくは他の
骨などの、様々な他の骨の表面さえ、スキャンされる場合がある。
【００６５】
　仮想シーンを提供することに対して追加的または代替的に、プロセッサは、いくつかの
実施形態では、骨の表面のモデル、及び、骨の表面の配置に基づき、スキャンされる骨に
関する解剖学的情報を決定するように構成され得る。たとえば、スキャンされる骨が大腿
骨である場合、プロセッサは、骨の表面のモデル、及び配置に基づき、大腿骨の解剖学的
な冠状面の整列、遠位の大腿骨の回転、及び大腿骨のサイズの、１つまたは複数を決定す
る場合がある。別の実施例として、スキャンされる骨が脛骨である場合、プロセッサは、
骨の表面の決定されたモデル、及び配置から、脛骨の冠状面の整列、脛骨の矢状面の整列
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、脛骨の近位の平面、脛骨の回転、及び、脛骨の構成要素のサイズの、１つまたは複数を
決定するように構成されている場合がある。
【００６６】
　仮想シーン及び／または解剖学的情報を提供することに対して追加的または代替的に、
プロセッサは、骨の表面のモデル、及び、骨の表面の配置に基づき、ガイダンス情報を決
定するように構成されている場合がある。骨のスキャニング装置は、ガイダンス情報に基
づき、骨の表面に対して外科手術を自動的にガイドするためのガイドを備えている場合が
ある。このことに関し、一実施形態では、図６に示すように、スキャニングデバイス１０
０’が設けられている。このスキャニングデバイス１００’は、上述のスキャニングデバ
イス１００と同一であるか類似であるが、追加的に、決定されたガイダンス情報に基づき
、骨の表面のドリル穴部またはカットの配置を自動的にガイドするガイドを含んでいる。
この実施形態では、ガイドは、具体的には、レーザー光１６１を骨の表面２０１に照射す
ることにより、骨の表面２０１と直接相互作用するレーザーガイド１６０であり、それに
より、その表面において、ドリル穴部が形成されるべき場所を示す、骨の表面上の光スポ
ット１６２が存在するようになっている。外科医は、後の穴開けのために、光スポット１
６２の位置において骨の表面を永続的にマークする場合がある。追加的または代替的に、
ガイドは、外科手術をガイドするように、骨の表面に対して移動可能であるドリルガイド
またはカッティングジグを備えている場合がある。骨のスキャニング装置は、ディスプレ
イを備えている場合があり、ガイドは、ディスプレイに提供される情報を含んでいる。デ
ィスプレイに提供される情報は、骨の表面の画像、及び、ガイドとして作用するマーカま
たは他の特徴を含む場合がある。
【００６７】
　本開示の広く一般的な範囲から逸脱することなく、多くの変形形態及び／または変更形
態が、上述の実施形態に対して形成される場合があることを、当業者には理解されたい。
したがって、本実施形態は、あらゆる点で、例示的であり、限定的ではないものと解釈さ
れるものとする。
【符号の説明】
【００６８】
　１００　スキャニングデバイス
　１００’　スキャニングデバイス
　１１０　スキャナ
　１１１　レーザー
　１１２　カメラ
　１２０　プロセッサ
　１３０　移動センサ
　１３１　ジャイロスコープ
　１３２　磁気計
　１３３　加速度計
　１４０　ハウジング
　１５１　ボタン
　１５２　ボタン
　１６０　レーザーガイド
　１６１　レーザー光
　１６２　光スポット
　２００　大腿骨
　２０１　表面
　２０２　回転中心
　２０３　ヘッド部
　２０４　弧
　２０５　半径
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　２０７　座標系
　２０８　近位端表面
　３００　マウント
　３０１　較正マーク
　４００　仮想シーン
　４０１　モデル
　４０２　仮想座標系
　４０４　座標データ
　５００　マウント
　５０１　座標系
　６００　手
　６０１　ユーザ
　７００　ウェアラブルコンピュータグラス
　３００１　マウント
　３００２　マウント

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４ａ】

【図５ａ】

【図５ｂ】

【図５ｃ】

【図５ｄ】

【図６】
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